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第１章 基本方針  

１ ＢＣＰ策定の目的  

国民健康保険南部町医療センター（以下、「センター」という）は、大規模な地震・風水害等自然

災害またはそれに類する事態が発生した場合でも、病院機能を可能な限り維持しまたは早期に

復旧し、病院内の全職員が協力して、初動、急性期から復興期に至るまで切れ目無く災害医療

活動を継続することにより、人命を救助し、地域社会の早期復興に貢献するため、本事業継続計

画（ＢＣＰ）を策定する。  

［事業継続計画（ＢＣＰ）とは］  

 
◆ 事業継続計画 （ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ）  

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェ

ーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、

重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させ

るための方針、体制、手順等を示した計画のこと  

◆ 事業継続マネジメント （ＢＣＭ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）  

ＢＣＰを継続的に運用・見直しを行い、事業継続を継続的に改善する経営管理

活動  
 
 
 
２ 事業継続に関する基本方針  

当センターは、大規模災害時においてもその社会的役割を果たすため、以下のとおり基本方

針を定める。  

１．当センターの医師、看護師、事務員など職員の安全を第一として対応する。  

２．当センターの使命である地域に根ざした医療を可能な限り継続し、地域に貢献する。  

３．ライフラインや病院施設設備の被害により、診療を停止することになった場合でも、地域のか

かりつけ医としての使命を果たし、慢性疾患のある患者の処方箋の発行は継続する。  

４．災害時の対応を速やかに行うために、平常時から当センター及び地域の災害医療体制の整備

について積極的に取り組み、病院機能の維持継続または早期復旧に最善を尽くす。また、独自

に訓練を実施するとともに、地域の訓練等に積極的に参加する。  

５．医療機関としての役割を鑑み、災害時の初動対応から復旧・復興期において、医療行為を通

じて地域社会の復興に貢献する。  

３ 適用の範囲  

当センターのすべての部門に適用する。 

４ 文書管理と開示範囲  

本ＢＣＰは、事務局が原本の最新版管理を行う。  

この文書は、病院内全部門の全職員に開示し周知する。  

また医療活動のために必要な関係機関（青森県および南部町の地域防災計画に基づく災害

対策本部、医師会及び災害拠点病院等）からの求めに応じて開示することができるものとする。  
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医療機関・医療救護所の種別  

被災地の限られた医療資源を有効に活用し、傷病者に対して確実に医療を提供できるよう、 

以下のとおり県内全ての医療機関や医療救護所の役割分担を定めています。  

 
 
［災害時における医療機関の役割分担］  

種  別  
 

役 割 分 担  
 

災害拠点病院  

 

主に重症者の収容・治療を行う青森県が指定する病院  

 
災害拠点連携病院  

 

主に中等症者又は容態の安定した重症者の収容・治療を行う青森県 
 
が指定する病院  
 

災害医療支援病院  

 

主に専門医療、慢性疾患への対応、市町村地域防災計画に定め 
 
る医療救護活動を行う病院  

 
（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院）  
 

専門的医療を行う  
 
診療所  
 

原則として、診療を継続する診療所  
 
（救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診療所）  
 

診療所  
 
歯科診療所  

 
薬局  
 

区市町村地域防災計画に定める医療救護活動又は診療を継続す 
 
る診療所等  

 
（上記以外の診療所、歯科診療所及び薬局）  
 

 
［医療救護所の種別］  

種  別  
 

役 割 分 担  
 

緊急医療救護所  

 

市町村が、災害拠点病院等の近接地等に設置する医療救護所  
 
（ＥＭＩＳの分類では、医療機関前救護所に相当）  
 

避難所医療救護所  

 

市町村が、避難所に設置する医療救護所  
 
 （ＥＭＩＳの分類では、避難所救護所に相当）  
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第２章 リスク分析  
 
 
１ 対象とするリスクの考え方  
 

自然災害全般を対象とする。  

ＢＣＰ策定にあたっては、当センターのロケーションリスクを把握した上で、それらのリスクが

顕在化した場合を具体的に想定して、必要な対策を講じることとする。  

 
 
２ 南部町医療センターのロケーションリスク  
 

町のハザードマップ等各種資料によると、以下のロケーションリスクが存在する。  

・台風や大雨によって２日雨量165ミリの100年に１回の大雨の想定によれば馬渕川水系
馬渕川中流壊すると２．０ｍ～５．０ｍ未満の浸水が発生するとされています。 

 (別紙 図１)  

・南部町で発生する地震には 

①太平洋プレートと陸プレートの境界で発生する海溝型地震 

②沈み込む太平洋プレート内で発生する地震  

③内陸部の浅いところで発生する地震 

上記３タイプが想定されています。（南部町防災計画より引用） 

 
 
３ 病院周辺の状況  
 

以下のような事態が発生する可能性がある。  

・多数傷病者の発生  

・停電、断水、電話不通  

・鉄道、道路等、交通手段の寸断  

・倉庫・輸送手段等の被害による物流網の途絶  
 
 
４ 医療機関内の状況  
 

災害の大きさによって被害の程度は様々な状況が考えられる。  

本ＢＣＰにおいては、病院施設の被害状況に応じて、以下のとおり３つのレベルに分けて考え

ることとする。  

 

被害のレベル  
 

病院内の状況  
 レベル１  

 
当センターに被害なし（経営資源の制約もなし）  
 レベル２  

 
病院施設は使用可能だが、停電など経営資源の制約が発生している  
 レベル３  

 
病院施設が使用不可  
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第３章 災害時の対応体制（災害対策本部）  
 
 
１ 設置基準  
 
 

基 準  
 

設置について  
 ・院内で火災  

・南部町内で震度５強以上 

の地震  

 

 

発生次第、即時設置  

 

 
・南部町内で震度５弱 

以下の地震  

・その他の大規模災害  
 

 
平日診療時間内  
 

必要に応じて、院長の指示により設 

置  
  

休日・平日診療時間外  
 

必要に応じて、上席当直医の指示に 

より設置  
  

２ 設置場所  
 
 

災害対策本部を、「２階 会議室」に設置する。  

＊添付資料「災害対策本部 レイアウト図」、「災害対策本部 備品等一覧」のとおり  
 
 
【医療チームの受入】  

ＤＭＡＴ等の医療チーム用本部の設置場所として、健康センター２階集団指導室を提供 

する。  

また、医療チーム用の待機・休憩場所として、健康センター２階を提供する。  
 
 
３ 災害対策本部の組織  
 
 
（１）本部長  

院長を災害対策本部の本部長とする。  
 
 
（２）災害対策本部長の代行順位  

院長が不在の場合は院長が任務につくまでの間は、次の優先順位により本部長代行 

者を決定する。  

 
 
【本部長代行者の優先順位】  

①副院長   

②事務長 

③薬局長   

※当直の時間帯など、院長や副院長などが不在の場合は、上席当直医を代行者とする。  
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（３）体制と役割  

★印：既存組織で対応する班/担当  

   

体 制 

（担当部門等） 
 

役 割 

  

災害対策本部  

本部長  

  

  

副本部長  

  

本部事務局長  

  

  総務班  

  

  

   

情報収集班  

  

  

  

  

  

  

  

職員配置等担当班  

  

  

  

  

  

院外対応班  

  

   

  

  

★施設班  

  

  

  

医療ｼｽﾃﾑ班  

  

  

診療統括者  

  

診療班  

  

★薬局担当  

  

★検査担当  

  

 外来医療班  

  

  

入院調整班  

  

   
 

  

  

院長  

  

  

副院長  

  

事務長  

  

事務部門  

  

  

  

事務部門  

  

  

  

  

  

  

  

事務部門  

  

  

  

  

  

事務部門  

  

  

  

 

施設管理  

  

  

  

医事係  

  

  

副院長  

  

診療科  

  

薬局  

  

検査科  

  

看護部門（一般 

外来）  

  

看護部（病棟）・事務  

  

  
 

  

  

・災害時医療体制の切替えと終了を決定  

・災害時医療を指揮・統括 など  

  

・本部長を補佐・助言 など  

  

・災害対策本部事務局の業務を統括 など  

  

・災害対策本部の設置・運営  

・災害対策本部の活動を記録  

・各班に災害対策本部長等からの指示を伝達 など  

  

・各部門の職員（家族含む）の安否等の取りまとめ  

・各部門の被災状況の取りまとめ  

・地域の被災状況の情報収集  

・診療統括者を通じて、病棟等の患者情報や、受入れ傷病  

者の情報等を収集  

  

  

  

・参集職員等の役割分担決定  

・調達班と連携し食料・飲料水の確保  

・職員の食事の確保  

・休憩・仮眠場所の確保  

・災害時の交代勤務ローテンション作成 など  

  

・行政、消防、警察、保健所、医師会、他の災害拠点病院 

等との情報収集・提供  

・転院搬送を要する患者の把握と転院先確保及び転院搬送  

など  

  

・施設・設備の被害状況把握と復旧  

・二次災害の恐れのある施設・設備について、立入り禁止 

措置と応急処置 など  

  

・サーバ等情報システムの被害状況把握と復旧  

・電子カルテシステム等の被害状況把握と復旧 など  

  

・一般外来、病棟、手術室等の診療組織を統括 など  

  

・通常診療等を継続  

  

・病棟等への薬局の供給 など  

  

・検査業務の実施 など  

  

・外来患者の安全確保、避難誘導  

・外来診療の継続 など  

  

・診療統括者と調整し、傷病者の病棟等への受入れ可否を判断 

など  
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体 制 

（担当部門等） 
 

役 割 

  

★病棟医療班  

  

   

 ★給食班  

  

  

  

診療支援統括者  

  

  物資調達班  

  

  

   

  

警 備 班   

  

  
 

  

看護部（病棟）  

  

  

栄養管理部  

  

  

  

看護師長  

  

薬局部  

事務部門  

  

  

  

レンゲン・リハビリ  

  

  
 

  

・入院患者の安全確保、避難誘導  

・病棟運営を維持し、入院患者の治療を継続 など  

  

・入院患者への食事提供  

・物資調達担当と連携し、非常用食料等の補給体制を確保  

・必要に応じ非常食の炊出し など  

  

診療支援を統括  

  

・院内で使用する医薬品、医療資器材等の配分  

・不足する医薬品、医療資器材等の把握・調達  

・救援物資の受入れ・管理  

・職員等の食料等の確保 など  

  

・館内・館外の警備、避難住民への対応  

・各入口・進入路等での消防及びその他の車両の誘導など  
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（４）休日・夜間に発生した場合  

① 対応  

夜間勤務の体制により立ち上げ、職員の参集状況に応じて徐々に前記の体制に移行す

る。  

② 参集  

南部町内で震度５強以上の地震が発生した場合、自動的に災害対策本部が設置されるの

で、職員は休日・夜間においても自身・家族等の安全を確保した上で、災害対策本部に参集

する。  

 
 
４ 解散  

本部長が平常時に復帰したと判断した場合、災害対策本部を解散する。  
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第４章 事業継続戦略  

 

災害時には、一人でも多くの人命を救うため、災害の規模による自院の被害状況に合わせ

て、以下の戦略に基づき柔軟な対応を行うこととする。  

 
 

［自院の被害レベルに応じた対応戦略］  
 
 

被害レベル 
 

ＢＣＰ発動基準（状況） 
 

ＢＣＰ戦略（対応方針） 
  

レベル１  
 

 
自機関に被害なし  
 

・安全確認後、通常どおりの診療を再開 

する。  
  

 
 

レベル２  

 

自機関の建物は使用可能だ 

が、停電・電話不通などライフ 

ラインが停止し、通常通りの 

業務が実施できない状況の場 

合  
 

・当面は診療を中止し、以下の業務のみ 

行う。  

①入院患者のバイタルサイン維持  

②可能な範囲で専門医療の継続  

③慢性疾患者への処方箋の発行  
 

 
レベル３  
 

自機関施設が倒壊・水没・火 

災（使用不可）  
 

・避難／入院患者の搬送  
 

 
 
 
［被害レベルの定義］  

レベル１ 自院に被害なし（経営資源の制約もなし）  

レベル２ 病院施設は使用可能だが、停電など経営資源の制約が発生している 

レベル３ 病院施設が使用不可  
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第５章 災害時の行動計画  
 
 
１ 各部門共通の初動対応  
 
 

詳細は別途病院防災マニュアルを参照  
 
 
（１）職員の安否確認  

・各部門で点呼又は緊急連絡網を活用し、安否を把握する。  

・各部門の責任者は、把握した職員の安否状況を災害対策本部へ報告する。  

（診療時間内）  

・点呼等により職場にいる職員の安否確認を行う。  

・外出又は休暇等の職員については、緊急連絡網を活用し、安否確認を行う。  

（診療時間外・休日）  

・責任者（代行者含む）は、点呼等により職場にいる出勤者の確認を行う。また、 非出勤者

へは緊急連絡網を活用し、安否確認を行う。  

 
 
（２）院内患者状況の確認  

院内の各部門は、外来・入院患者や手術中の患者などの安否状況を把握し、災害対策本部

へ報告する。  

（看護部[病棟・外来]）  

・入院患者の状況  

・外来患者の状況（検査部）  

・ＭＲＩ、ＣＴ等検査中患者の状況  
 
 
（３）内部通信手段の確保  

災害対策本部と各部門との間の通信手段となる院内情報端末や内線電話などの使用  

可否を確認する。また、館内放送の使用可否を確認するとともに、災害対策本部や各部門の

責任者に配布する体制を整える。  
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（４）被害情報等の収集  

① 施設管理部門  

施設管理部門は、病院機能を支える施設・設備に関して以下のとおり被害状況を確認し、

その結果を所定の様式に記載して災害対策本部へ報告する。  

なお、特に緊急を要する内容については、都度、口頭にて報告する。  

・災害発生後、速やかに目視による確認を行い、その結果を所定の様式に記載し災害対策

本部へ第１報を報告する。  

・第１報後、より詳細な確認を行い、その結果を所定の様式に記載し災害対策本部へ報告

する。  

・以降、状況に変化が生じる都度、その内容を所定の様式に記載し災害対策本部へ報告す

る。  

 
 
② 院内各部門  

院内各部門は、各職場における建物・設備、各種医療機器等に関して以下のとおり被害状

況等を確認し、その結果を所定の様式に記載して災害対策本部へ報告する。  

なお、特に緊急を要する内容については、都度、口頭にて報告する。  

・災害発生後、速やかに目視による確認を行い、その結果を所定の様式に記載し災害対策

本部へ第１報を報告する。  

・第１報後、より詳細な確認を行い、その結果を所定の様式に記載し災害対策本部へ報告

する。  

・以降、状況に変化が生じる都度、その内容を所定の様式に記載し災害対策本部へ報告す

る。  

 
 
③ 災害対策本部（事務局）  

災害対策本部（事務局）は、施設管理部門及び院内各部門からの報告に基づき、病院全体

の被害状況を集約・整理して、速やかに災害対策本部長に報告する。  
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２ 行動計画 

者目標時間（責任者）   
（１）情報  

業務名  

 

１.情報  

診療提供能力の確認  
 方 針  

 

診療を行う上で必要な資器材の使用可否について確認を行う。  

 
担当部門  

 

看護部門、検査部門  

 
責任者  

(代行者)  
 

・看護師長  

・検査科（検査長）  
 

目標  
レベル  
 

別表チェックリストに定めた医療機器等についてのみ確認  

  
 
 
 
 
 
目標時間  
 

・直ちに開始（病棟の場合は入院患者の安否確認後開始）（30分以内）  

 医療ガスの状況  

 医薬品の状況  

 電子カルテの状況  

 その他医療資器材の状況  

 レントゲン、ＣＴなど検査機器の状況  

 血液生化学検査機器の状況  
 

 
 

役割及び  
活動内容  
 

責任者  
１．資器材の使用可否の状況を取りまとめ、災害対策本部へ報告  

２．使用不可の資器材がある場合は、対応を指示  
 担当者  
１． チェックリストに則り各資器材の状況を確認  

２． 使用可否の状況を責任者へ報告  
 

必要情報  

 

―  

  

 
 
体制  
 

・各病棟看護師  10名  

・検査部門  2名  
  
 

物品  

 

・チェックリスト  

  

 
場所  

 

・各病棟、検査機器設置場所  

  

 
課題  

 

・迅速かつ正確に確認するための訓練が実施できていない。  

 
 

○ チェックリスト  

機器名  
 

保管場所  
 

使用の可否  
 

具体的状況  
 

医療ガス  
 

西側倉庫   
 

  
 

医薬品  
 

薬局   
 

  
 

電子カルテ  
 

カルテ庫   
 

  
 

医療資機材カート  
 

病棟・外来   
 

  
 

レントゲン  
 

―    
 

  
 

ＣＴ  
 

―  
 

  
 

  
 

血液生化学検査機器  
 

―  
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（２）体制  

業務名  

 

２.体制  

院内体制の強化  
 

 
方 針  
 

人的資源等を効果的に配置するなどして、災害医療体制の強化と職員の 

活動基盤の整備を行う。  
 

担当部門  
 

事務部門  
 

責任者  
(代行者)  
 

災害対策本部長  

（本部長代行（副院長等））  
 
 

目標  
レベル  
 

活動時点で確保できる人的資源等を踏まえて可能な限り行う。  

 
 

目標時間  

 

・参集職員等の役割分担：職員参集の都度  

・食事・休憩・仮眠場所の確保などの職員活動基盤の整備：  

６時間以内に開始  
 

 
 
 
 
 
 

役割及び  
活動内容  
 

責任者：  

１．被災状況、参集可能職員の状況から、役割分担の方針を指示  

２．被災状況、備蓄状況等を確認の上、職員の活動基盤の整備を指示  
 

担当者：  

１． 参集職員等の役割分担決定  

２． 食料・飲料水の確保  

３． 職員の食事場所の確保と準備  

４． 休憩・仮眠場所の確保  

５． 災害時の交代勤務ローテンション作成  
 

 

必要情報  

 

・周辺被災状況  

・院内備蓄状況  

・参集可能な職員の状況  
 
 

体制  
 

・災害対策本部員  12名  
 

  
 

 
物品  
 

・南部町医療センター災害対策本部 

活動マニュアル参照  

 
 場所  

 

・災害対策本部（２階会議室）  

 

課題  

 

・被災想定に基づく実際の参集可能職員の把握ができていない。  
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（３）搬送  

業務名  

 

３.搬送  

重症患者の搬送  
 方 針  

 
院内の診療能力等を鑑みて、重中等症患者の転院搬送を行う。  
 

担当部門  

 

事務部門  

 
責任者  

(代行者)  
 

医事課長  

（医事課次席職員）  
 

医事課職員  

 

目標  

レベル  
 

 
転院が必要な患者を迅速に搬送する。  
 

目標時間  

 

３時間以内に搬送先確保  

  
 
 
 

役割及び  
活動内容  
 

責任者：  
１．医療対策拠点（災害医療地域コーディネーター）への搬送先確保  

要請  
２．医療対策拠点調整後の搬送先病院との連絡・調整  
３．自圏域の災害拠点病院への受入れ要請  
 

担当者：  
 １．転院搬送が必要な患者の把握と責任者への報告  
 ２．搬送経路の通行可否状況の把握  
 ３．搬送手段の確保  
４．転院搬送患者情報の記録と集計  
  

 

必要情報  

 

・搬送が必要な患者の情報  

・輸送経路の被害状況  

・輸送手段の状況  
 
 

―  
 

 
 

体制  

 

・事務部門職員  1名  

・搬送スタッフ（医師  1名、看護師  1名、事務部門職員  1名）  

 
 

―  
 

 

物品  

 

・災害時優先電話  

 

  

 場所  

 

―  

―  

 
課題  

 

・自院の救急用自動車が確保できていない。  

  
○ 搬送先（例）  

病院名  
 

対応可能患者  
 

電話番号  
 

担当者  
 

輸送手段  
 

八戸赤十字病院 

  
 - 
 
  

 

0178-27-3111 

 

外来部門 

 

救急車  
 

八戸市立市民病院 

  
 - 
  

 

0178-72-5111 

 

外来部門 

 

ヘリコプター  
 

青森労災病院 

 

  
 - 
  

 

0178-33-1551 

 

外来部門 

 

 

救急車  
 

 
-13-  



 
（４）医薬品・ライフライン等及びその他付随業務  
 
 

業務名  

 

4.医薬品・ライフライン等及びその他付随業務  

医薬品、医療資器材等の調達  
 方 針  

 
必要な医療器材・医薬品について継続的な供給を行う。  
 担当部門  

 
薬局部門、事務部門  
  

 

責任者  

 

・薬局長  

（薬局員）  

・医事班長  

  
 

・薬局職員（薬局師）  

・医事職員  
 

目標  
レベル  
 

院内で使用する医薬品、医療資器材等を安定的に供給する  

 
目標時間  

 

発災後３時間以内  

  
 
 
 
 
 
 
 

役割及び  
活動内容  
 

責任者：  

１． 院内からの医薬品・医療資器材等の供給要請の整理と優先供給 

先の決定  

２． 卸売販売業者への医薬品・医療資器材等の優先納品要請  

３． 院内の医薬品・医療資器材等の供給状況把握と災害対策本部へ 

の報告  
 

担当者：  

１．院内の医薬品・医療資器材等の備蓄状況の把握  

２．院内からの医薬品・医療資器材等の供給要請の取りまとめ  

 ３．備蓄倉庫等からの運び出し、各病棟等への医薬品・医療資器材等  

への供給  

 ４．医薬品・医療資器材等の卸売販売業者への発注  
 

 
 

必要情報  

 

・院内からの医薬品・医療資器材 

等供給要請  

・卸売販売業者等の取引先被災 

状況  
 
 

―  

 

 
体制  
 

・薬局職員（薬局師）  2名  

・医事班職員  1名  
 

―  
 

 

物品  

 

・別表参照  

・災害時優先電話  

・台車  
 

  

 

場所  

 

―  

―  

 課題  ・災害時を想定した卸売販売業者等との情報連絡訓練の未実施  
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添付資料 
別紙①「災害対策本部 必要備品等一覧」  
 
 

ﾁｪｯｸ  

 

品名  

 

数量  

 

設置内容  

 

保管場所  

 
□  

 

災害専用電話（院内PHS）  

 

-  

 

 各自 

 

- 

□  

 

衛星携帯電話    

 

 

 

アンテナ付設  

 
今後検討 

 
□  

 

ＴＶ、ラジオ   

 

各 1  

 

放送確認  

 
事務室 

 
□  

 

ノートＰＣ 001  

 

1  

 

事務用 

 

事務室 
 

□  

 

ノートＰＣ 002  

 

2  

 

投影用  

 

総務課 
 

□  

 

複合機（ﾌﾟﾘﾝﾀｰ）  

 

1  

 

印刷用 事務室 

□  

 

病院情報管理システム用端末  

 

2  

 

  

 

事務室 
 

□  

 

カメラ  

 

2  

 

  

 

事務室 

□  

 

院内見取り図（掲示用大版）  

 

3  

 

  

 

事務室 

□  

 

院内見取り図（机上記録用）  

 

5  

 

  

 

事務室 

□  

 

病院ＢＣＰ 各部行動計画  

 

各 1  

 

  

 
メンバー持参 

 
□  

 

各種チェックシート  

 

適量  

 

  

 
メンバー持参 

 
□  

 

模造紙  

 

1巻  

 

  

 
１階倉庫 

□  

 

白紙 Ａ4、Ａ3  

 

各 1箱  

 

  

 
１階倉庫 

□  

 

地図（区/市）  

 

各 1  

 

  

 

１階倉庫 

□  

 

ホワイトボードマーカー（黒・青・赤）  

 

各 12  

 

  

 

１階倉庫 

□  

 

養生テープ  

 

5  

 

  

 

１階倉庫 

□  

 

セロハンテープ  

 

6  

 

  

 

１階倉庫 
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別紙②「緊急連絡先リスト」  
 
（１）災害対策本部メンバー 緊急連絡先リスト （令和７年４月１日現在）  

(注意）個人情報につき必ずパスワードをかけてデータを保存、プリントアウトしたものは施錠保管･紛失防止等取扱には十分留意する。  

  

 

対策本部内  

役割  
 

 
所属・役職 

 

 
氏 名 

 

 
携帯電話 

 

携帯メール  

アドレス  
 

 
自宅電話  
 

1 
 

本部長 
 

院長 
 

石田 哲平 
 

080-1831-8416 

 

 
 

 
 2 

 
  
 

副院長 
 

大久保 文雄 
 

090-1493-9912 

 

 
 

0178-23-2296 

 3 
 

  
 

副院長 
 

高木 博徳 090-2607-4892 

 

 
 

0178-27-1533 

 4 
 

  
 

医長 
 

葛西 孝健 080-2846-4345 

 

 

 
 

 
 ５   看護師長 

 
 四戸 裕子 
 

090-2841-7548 

 

  

６   看護師長 
 

 河原 美奈子 
 

090-4479-6739 

 

  

７  薬局長  中島 規元 090-9534-6397

+ 

  

８ 
 

  
 

事務長 
 

佐々木 朋治 080-6007-6360 

 

 
 

 
 ９ 

 
  
 

次長 
 

小田原 孝治 
 

090-9539-1337 

 

 
 

 
 10 

 
  
 

主幹・班長 
 

三春 功志 
 

090-1495-9198 

 

 
 

 
 11 

 
  
 

主幹・班長 
 

長岡 裕子 
 

090-7074-4089  
 

 
 12 

 
  
 

主幹 
 

岩間 雅之 
 

090-4311-0030 

 

 
 

 
  

（２）病棟看護部 部内緊急連絡先リスト   

  

 

 
所属・役職 

 

 
氏 名  
 

 
携帯電話  
 

携帯メール  

アドレス  
 

 
自宅電話 

 
1  
 

 看護師長 
 

 四戸 裕子 
 

090-2841-7548 

 

 
 

 
 2  

 
 主任看護師 
 

 鈴木 るみ子 
 

090-7935-4436 

 

 
 

0178-27-0537 

 3  
 

 主任看護師 
 

 工藤 和貴子 
 

080-1855-8727 

 

 
 

 
  

（３）外来看護部 部内緊急連絡先リスト   

  

 

 
所属・役職 

 

 
氏 名  
 

 
携帯電話  
 

携帯メール  

アドレス  
 

 
自宅電話 

 
1  
 

 看護師長 
 

 河原 美奈子 
 

090-4479-6739 

 

 

 

0178-84-2716 

 2  
 

主任看護師 
 
 

 工藤 牧子 
 

090-5837-4751 

 

 

 

0179-34-3878 

 3  
 

主任看護師 
 
 

 織田 真由美 
 

090-7064-5709 

 

 

 

 

  
（４）検査・放射線・透析・栄養・リハビリ・薬局部 部内緊急連絡先リスト  

  

 

 
所属・役職 

 

 
氏 名  
 

 
携帯電話  
 

携帯メール  

アドレス  
 

 
自宅電話 

 
1  
 

臨床検査技師長  吉田 真澄 090-4888-2164  0178-23-3070 

2  
 

 主任臨床検査技師  小平 靖子 090-9422-1412 

 

  

3  
 

 診療放射線技師長  福島 久枝 090-1935-1700   

4  診療放射線技師  貝塚 貴義 080-6056-5584   

5  主任管理栄養士  蛯名 裕子 090-2988-3788  0178-79-4373 

6  臨床工学技士長  梅舘 薫 090-2790-0681   
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（５）緊急連絡先リスト （行政機関等・医療機関）  

  

 

行政機関等・  

医療機関名  
 

 
役 職 

 

 
お名前 

 

 
電話番号 

 

 
メールアドレス 

 
1 
 

 南部町役場 
 

町長 
 

 工藤 祐直 
 

  0178-76-2529 

 

  
 2 

 
 南部町役場 
 

副町長 
 

 佐々木 俊昭 
 

0178-76-2825 

 

  
 3 

 
 南部町役場 
 

 総務課長 
 

 西舘 昌男 
  

090-1060-3123 

 

  
  

 
（６）緊急連絡先リスト （薬局等調達先）  

(注意）個人情報につき必ずパスワードをかけてデータを保存、プリントアウトしたものは施錠保管･紛失防止等取扱には十分留意する。  

  
 

会社名  
 

窓口部署・役職 
 

お名前 
 

電話番号 
 

メールアドレス 
 1 

 
 東邦薬品㈱ 
 

 
 

 
 

0178-28-3512 

 

  
 2 

 
 ㈱スズケン 
 

 
 

 
 

0178-21-3670 

 

  
 3 

 
 ㈱バイタルネット 
 

 
 

 
 

 0178-27-3761 

 

  
 4 

 
 ㈱メディセオ 
 

 
 

 
 

 0178-28-1461 

 

  
 5 

 
 東北アルフレッサ㈱ 
 

 
 

 
 

 0178-28-6050 

 

  
 6  青森沢井薬品㈱    017-777-4511  

7  ㈲ﾆｭｰｺﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ商事   0178-45-8437  

8  ㈱みちのくｼﾞｪﾈﾘｯｸ   0178-38-7084 

 

 

９ 八戸東和薬品㈱   0178-46-3369 

 

 

10 
 
㈱ビー・エム・エル   0178-38-1147  

 
 
（７）緊急連絡先リスト （修理依頼先・業務委託先等）   

(注意）個人情報につき必ずパスワードをかけてデータを保存、プリントアウトしたものは施錠保管･紛失防止等取扱には十分留意する。  

  
 

会社名  
 

窓口部署・役職 
 

お名前  
 

電話番号 
 

メールアドレス 
 1 

 
 東北化学薬品㈱ 
 

 
 

 
 

0178-43-9236 

 

  
 2 

 
 ㈱加賀医療器 
 

 
 

 
 

 0176-22-8330 

 

 

 3 
 

 ㈱ｼｸﾞﾏｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 
 

 
 

 
 

 017-738-8935 

 

 

 4 
 

 大成温調㈱ 
 

 
 

 
 

 017-775-4244 

 

 

 5 
 

 福興産業㈱ 
 

 
 

 
 

 0178-21-8817 

 

 

 6  青森トヨタ㈱ ﾂｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ桜ケ丘店  0178-79-1275  
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所属・役職 

 

 
氏 名 

 

 
携帯電話  
 

携帯メール  

アドレス  
 

 
自宅電話 

 
7  臨床工学技士  東 翔多 090-2790-0681   

8 
 

 言語聴覚士長  猪股 美果 090-1492-7518   0178-29-1134 

9 
 

 主任理学療法士  田畑 雄平 080-6015-2446   0178-43-0230 

10 
 

 薬局長  中島 規元 090-9534-6397   

11  主任薬剤師  川守田 直哉 090-7796-4037   0178-75-0451 



 

初動対応における医療機関全体の業務フロー 

 

 
 災害対策本部 
 
 
 

被災状況等のとりまとめ 
 
 

職員・患者状況の確認 
 
 
 
 

診療提供能力の確認 

 
 
 

 
事業継続の判断   
 

 
 
 
 

医療チームの強化 

 

 
 
 

施設・設備等被  

災状況の確認 
 
 
 
ＥＭＩＳ活用に 

よる情報収集 

 
災害医療体制への切替（一般外来中止等） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

災状況下のエネルギー管理 
・電力優先供給先を設定するなど、エネルギーの適切な管理を行う。  

燃料等の調達 
・備蓄状態を確認し、必要であれば、業者へ連絡し、調達 

食事の提供 
・備蓄状態を確認し、必要であれば、業者へ連絡し、調達など 
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避 難 

派遣要請等 
 
医療チームの派遣要請 
 
医療チーム用本部場所確保 
 
休憩・仮眠場所等確保 


